
中
級
試
験
お
た
め
し
問
題

Ａ

／

（
な
ん
と
Ａ
～
問
題
）

問
一

次
の
文
は
、｢

開
目
抄｣

･｢

顕
仏
未
来
記｣･

｢

四
条
金
吾
殿
御
消
息｣

が
著
わ
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て

い
ま
す
。
文
中
の

に
は
適
当
な
言
葉
を
、
後
の
語
群
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
語
群
が

す
べ
て
あ
て
は
ま
る
と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
（

）
に
は
御
書
名
を
そ
れ
ぞ
れ
記
入
し
な
さ
い
。

文
応
元
年
七
月
、
大
聖
人
は
『
（

立
正
安
国
論

）
』
を
も
っ
て
幕
府
を
諌(

い
さ)

め
る
が
、
幕
府
は
聞
き
入
れ
る

ど
こ
ろ
か
、
翌
八
月
に
は

ク

の
草
庵
を
焼
き
打
ち
に
し
、
翌
弘
長
元
年
五
月
に
は

イ

の

ウ

へ
流

罪
し
た
の
で
あ
る
。
弘
長
三
年
に
な
っ
て
、
大
聖
人
は
赦(

ゆ
る)

さ
れ
て
鎌
倉
へ
帰
ら
れ
た
が
、
翌
文
永
元
年
十
一
月
、

安
房
の

エ

で
傷
を
負
う
な
ど
、
大
聖
人
に
対
す
る
迫
害
は
激
し
く
な
る
一
方
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
文
永
八
年
九
月
十
日
、
日
ご
ろ
大
聖
人
を
最
も
憎
ん
で
い
た

サ

頼
綱
が
執
権
職
代
理
と
し
て
、

幕
府
の
奉
行
所
に
呼
び
出
し
、
前
執
権
で
あ
っ
た
北
条
時
頼
・
重
時
を
「
無
間
地
獄
に
お
ち
た
」
と
い
い
ふ
ら
し
て

い
る
と
の
嫌
疑
で
取
り
調
べ
を
行
っ
た
。
ま
た
、
怒
り
に
狂
っ
た

サ

は
数
百
人
の
家
来
を
引
き
連
れ
て
、
松

葉
ヶ
谷
の
草
庵
に
押
し
入
り
大
聖
人
を
捕
え
、
そ
の
際
少
輔
房
が
法
華
経
第
五
の
巻
で
大
聖
人
の
頭
を
打
ち
す
え
た

の
で
あ
る
。
十
二
日
夜
半
、
大
聖
人
は

ア

へ
と
向
か
わ
れ
、
頸
の
座
に
の
ぞ
ま
れ
る
。
途
中
、
由
比
ヶ
浜
か

ら
お
供
し
た
の
は
『
（

開
目
抄

）』
の
対
告
衆
と
な
っ
た

コ

で
あ
る
。

翌
日
、
大
聖
人
は
ひ
と
ま
ず
相
模
国
依
智
の
本
間
六
郎
左
衛
門
の
館
に
移
さ
れ
こ
と
に
な
る
。
滞
在
中
に
著
わ
さ

れ
た
の
が
『
（

四
条
金
吾
殿
御
消
息

）
』
で
あ
る
。

十
一
月
一
日

キ

の

オ

三
昧
堂
に
入
ら
れ
た
。

キ

で
の
生
活
は
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
も
の
で

あ
り
、
そ
の
中
で
た
だ
お
一
人
大
聖
人
の
お
供
を
さ
れ
た
の
が

ケ

で
あ
る
。
一
度
流
罪
さ
れ
れ
ば
、
と
う
て

い
生
き
て
は
帰
れ
ぬ
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
ま
さ
に
、
死
罪
同
様
な
の
で
あ
る
。

翌
年
一
月
十
六
日
に
は
、

キ

の
周
り
の
国
々
か
ら
念
仏
・
真
言
な
ど
の
僧
が
集
ま
っ
て
の

オ

問
答
が
行
わ

れ
た
。
同
年
二
月
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
著
わ
さ
れ
た
の
が
『
（

開
目
抄

）
』
で
あ
る
。

さ
ら
に
同
じ
頃
、
か
ね
て
か
ら
大
聖
人
が
『
（

立
正
安
国
論

）
』
で
予
言
さ
れ
て
い
た

ス

難
が
現
実
に

起
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
世
に
い
う
「
二
月
騒
動(

北
条
時
輔
と
き
す
け
の
乱)

」
で
あ
る
。

翌
文
永
十
年
五
月
、

カ

で
著
わ
さ
れ
た
の
が
『
（

顕
仏
未
来
記

）
』
と
『
如
説
修
行
抄
』
で
あ
る
。

翌
文
永
十
一
年
二
月
に
は
、
つ
い
に
赦
免
と
な
り
、
三
月
二
十
六
日
に
鎌
倉
に
無
事
に
帰
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

語
群
（

ア
、
竜
の
口

イ
、
伊
豆

ウ
、
伊
東

エ
、
小
松
原

オ
、
塚
原

カ
、
一
谷

キ
、
佐
渡

ク
、
松
葉
ヶ
谷

ケ
、
日
興
上
人

コ
、
四
条
金
吾

サ
、
平
左
衛
門
尉

シ
、
立
正
安
国
論

ス
、
自
界
叛
逆

セ
、
日
蓮
大
聖
人

）

問
二

次
の
「
顕
仏
未
来
記
」
の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

『
日
蓮
此
の
道
理
を
存
し
て
既
に
ア;

二
十
一
年
な
り
、
日
来
の
災
・
月
来
の
難
・
此
の
両
三
年
の
間
の
事
既
に
死
罪

に
及
ば
ん
と
す
今
年
・
今
月
万
が
一
も
脱
が
れ
難
き
身
命
な
り
、
世
の
人
疑
い
有
ら
ば
委
細
の
事
は
弟
子
に
之
を
問
え
、

幸
な
る
か
な
一
生
の
内
に
イ;

無
始
の
謗
法
を
消
滅
せ
ん
こ
と
を
悦
ば
し
い
か
な
未
だ
見
聞
せ
ざ
る
教
主
釈
尊
に
侍
え
奉

ら
ん
こ
と
よ
、
願
く
は
我
を
損
ず
る
国
主
等
を
ば
最
初
に
之
を
導
か
ん
、
我
を
扶
く
る
弟
子
等
を
ば
釈
尊
に
之
を
申
さ
ん
、

我
を
生
め
る
父
母
等
に
は
未
だ
死
せ
ざ
る
已
前
に
此
の
大
善
を
進
め
ん
、
但
し
今
夢
の
如
く

宝
塔
品

の
心
を
得
た

り
、
此
の
経
に
云
く
「
ウ

;

若
し
須
弥
を
接
つ
て
他
方
の
無
数
の
仏
土
に
擲
げ
置
か
ん
も
亦
未
だ
為
難
し
と
せ
ず
乃
至

若
し
仏
の
滅
後
に
悪
世
の
中
に
於
て
能
く
此
の
経
を
説
か
ん
是
れ
則
ち
為
難
し
」
等
云
云
、

伝
教
大
師

云
く
「
浅

き
は
易
く
深
き
は
難
し
と
は
釈
迦
の
所
判
な
り

浅
き
を
去
つ
て
深
き
に
就
く
は
丈
夫
の
心
な
り

、

天
台
大
師

は
釈

迦
に
信
順
し
法
華
経
を
助
け
て
震
旦
に
敷
揚
し
・
叡
山
の
一
家
は
天
台
に
相
承
し
法
華
宗
を
助
け
て
日
本
に
弘
通
す
」
等

云
云
、
安
州
の
日
蓮
は
恐
く
は
エ;

三
師
に
相
承
し
法
華
宗
を
助
け
て
末
法
に
流
通
す
三
に
一
を
加
え
て
三
国
四
師
と
号

く
』



①

御
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
や
御
文
を
答
え
な
さ
い
。

②

次
の
文
は
、｢

顕
仏
未
来
記｣

の
大
意
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
文
中
の

に
あ
て
は
ま
る
適
当
な
言

葉
を
後
の
語
群
か
ら
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

「

オ

の

ア

を

ウ

す
」
と
の
題
号
の
通
り
、
ま
ず
大
聖
人
が

エ

の

ア

の
こ
と
ご

と
く
を
実
証
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
ら
れ
、
御
自
身
が
末
法
の

イ

で
あ
る
こ
と
を
大
確
信
を
も
っ
て
宣
言
せ

ら
れ
、
さ
ら
に
大
聖
人
御
自
身
の

ア

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

語
群
（

ア
、
未
来
記

イ
、
御
本
仏

ウ
、
顕

エ
、
釈
尊

オ
、
仏

）

③

傍
線
ア
と
傍
線
エ
に
つ
い
て
、
次
の
「
聖
人
御
難
事
」
の
御
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

傍
線
ア
に
つ
い
て

「
去
ぬ
る

建
長
五

年
太
歳
癸
丑

四

月

二
十
八

日
に
安
房
の
国
長
狭
郡
の
内
東
条
の
郷
・
今
は
郡
な
り
、（
中
略
）
此

の
郡
の
内

清
澄
寺

と
申
す
寺
の
諸
仏
坊
の
持
仏
堂
の
南
面
に
し
て
、
午
の
時
に
此
の

法

門

申
し
は
じ
め
て
今

に
二
十
七
年
」

（
御
書
全
集
一
一
八
九
㌻
）

傍
線
エ
に
つ
い
て

「
仏

は
四
十
余
年
、
天

台

大
師
は
三
十
余
年
、
伝

教

大
師
は
二
十
余
年
、
出
世
の
本
懐
を
遂
げ
給
う
」

（
御
書
全
集
一
一
八
九
㌻
）

④

傍
線
イ
の
意
味
（
語
訳
）
を
答
え
な
さ
い
。

無
始
（
久
遠
元
始
以
来
）
以
来
、
重
ね
て
き
た
正
法
誹
謗
（
謗
法
）
の
罪

問
三

「
四
条
金
吾
殿
御
消
息
」
の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

『
度
度
の
御
音
信
申
し
つ
く
し
が
た
く
候
、
さ
て
も
・
さ
て
も
去
る
ア;

十
二
日
の
難
の
と
き
貴
辺
た
つ
の
く
ち
ま
で
・

つ
れ
さ
せ
給
い
、
し
か
の
み
な
ら
ず
イ;

腹
を
切
ら
ん
と
仰
せ
ら
れ
し
事
こ
そ
不
思
議
と
も
申
す
ば
か
り
な
け
れ
、
日
蓮

過
去
に
妻
子･

所
領･

眷
属
等
の
故
に
身
命
を
捨
て
し
所
い
く
そ
ば
く
か
・
あ
り
け
む
、
或
は
山
に
す
て
海
に
す
て
或
は
河

或
は
い
そ
等
・
路
の
ほ
と
り
か
、
然
れ
ど
も
法
華
経
の
ゆ
へ
題
目
の
難
に
あ
ら
ざ
れ
ば
捨
て
し
身
も
蒙
る
難
等
も
成
仏
の

た
め
な
ら
ず
、
成
仏
の
た
め
な
ら
ざ
れ
ば
捨
て
し
海
・
河
も
仏
土
に
も
あ
ら
ざ
る
か
。
今
度
法
華
経
の
行
者
と
し
て
流
罪
・

死
罪
に
及
ぶ
、
流
罪
は

伊

東

・
死
罪
は

た
つ
の
く
ち

・
相
州
の

た
つ
の
く
ち

こ
そ
ウ;

日
蓮
が
命
を
捨

て
た
る
処
な
れ
仏
土
に
お
と
る
べ
し
や
、
其
の
故
は
・
す
で
に
法
華
経
の
故
な
る
が
ゆ
へ
な
り
、
エ;

経
に
云
く
「
オ;

十

方
仏
土
中
唯
有
一
乗
法
」
と
此
の
意
な
る
べ
き
か
、
此
の
経
文
に

一
乗
法

と
説
き
給
う
は
法
華
経
の
事
な
り
、
十
方

仏
土
の
中
に
は
法
華
経
よ
り
外
は
全
く
な
き
な
り
カ;

除
仏
方
便
説
と
見
え
た
り
、
若
し
然
ら
ば

日

蓮

が
難
に
あ

う
所
ご
と
に
仏
土
な
る
べ
き
か
、
娑
婆
世
界
の
中
に
は
日
本
国
・
日
本
国
の
中
に
は
相
模
の
国
・
相
模
の
国
の
中
に
は
片

瀬
・
片
瀬
の
中
に
は
竜
口
に
日
蓮
が
命
を
・
と
ど
め
を
く
事
は

法
華
経

の
御
故
な
れ
ば

寂
光
土

と
も
い
う
べ
き
か
、

神

力

品
に
云
く
「
若
於
林
中
若
於
園
中
若
山
谷
曠
野
是
中
乃
至
而
般
涅
槃
」
と
は
是
か
』

①

文
中
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

②

傍
線
ア
に
つ
い
て
、
次
の
「
下
山
御
消
息
」
の
御
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

「

文
永
八

年

九

月

十
二
日

に
都
て
一
分
の
科
も
な
く
し
て
佐
土
の
国
へ
流
罪
せ
ら
る
、
外
に
は
遠
流
と
聞
え

し
か
ど
も
内
に
は
頸
を
切
る
と
定
め
ぬ
」（
御
書
全
集
三
五
六
㌻
）



③

傍
線
イ
に
つ
い
て
、
次
の
「
四
条
金
吾
殿
御
返
事
」
の
御
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

「

文
永
八

年
の
御
勘
気
の
時
・
既
に
相
模
の
国
・

竜
の
口

に
て

頸

切
ら
れ
ん
と
せ
し
時
に
も
殿
は

馬

の
口

に
付
い
て
足
歩
赤
足
に
て
泣
き
悲
み
給
い
し
事
実
に
な
ら
ば
腹

き
ら
ん
と
の
気
色
な
り
し
を
ば
・
い
つ
の
世
に
か
思

い
忘
る
べ
き
」（
御
書
全
集
一
一
九
三
㌻
）

④

傍
線
ウ
の
本
義
に
つ
い
て
、
次
の
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
後
の
語
群
か
ら
選
び
記
号
で
答
え
な
さ

い
。

「

ウ

と
し
て
の
生
命
で
あ
り
、

エ

の
再
誕
と
し
て
の

カ

の
姿
を
払
っ
て
、
本
地

オ

如
来
と
現
れ
、

末
法
の

イ

の
姿
を
顕
さ
れ
た
こ
と
す
な
わ
ち
、

ア

を
示
し
て
い
る
」

語
群
（

ア
、
発
迹
顕
本

イ
、
御
本
仏

ウ
、
凡
夫

エ
、
上
行
菩
薩

オ
、
久
遠
元
初
自
受
用
身

カ
、
垂
迹

）

⑤

傍
線
エ
に
つ
い
て
、
こ
の
経
品
名
を
答
え
な
さ
い
。

方

便

品
第

二

⑥

傍
線
オ
・
カ
に
つ
い
て
、
次
の
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

「

十

方

仏

土

中

唯

有

一

乗

法

む;

無

に;

二

や
く;

亦

む;

無

さ
ん;

三

除

仏

方

便

説

た
ん;

但
い;

以
け;

仮
み
ょ
う;

名
じ;

字

い
ん;

引
ど
う;

導
お;

於
し
ゅ;

衆
じ
ょ
う;

生
」
は
、
次
の
よ
う
に
読
む
。

「

十
方
仏
土

の

中

に
は

唯
一
乗

の

法

の
み

有
り

二
無

く

亦
三
無

し

仏

の

方
便

の

説

を
ば

除

く

但
仮

の

名
字

を

以

っ
て

衆
生

を

引
導

し
た
も
う
」

問
四

「
開
目
抄
」
の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

『
詮
ず
る
と
こ
ろ
は
ア;

天
も
す
て
給
え
諸
難
に
も
あ
え

身

命

を
期
と
せ
ん
、
身
子
が
六
十
劫
の

菩
薩

の
行
を
退
せ
し
乞
眼
の
婆
羅
門
の
責
を
堪
え
ざ
る
ゆ
へ
、
イ;

久
遠
大
通
の
者
の
三
五
の
塵
を
ふ
る

悪
知
識

に
値
う
ゆ
へ
な
り
、
善
に
付
け
悪
に
つ
け
法
華
経
を
す
つ
る
は
地
獄
の
業
な
る
べ
し
、
大
願
を
立
て
ん
ウ;

日
本
国
の

位
を
ゆ
づ
ら
む
、

法
華
経

を
す
て
て
観
経
等
に
つ
い
て
後
生
を
ご
せ
よ
、
エ;

父
母
の
頸
を
刎
ん
念
仏
申
さ
ず
ば
、

な
ん
ど
の
種
種
の

大

難

・
出
来
す
と
も

智

者

に

我

義

や
ぶ
ら
れ
ず
ば
用
い
じ
と
な
り
、
其
の
外

の
大
難
・
風
の
前
の
塵
な
る
べ
し
、
オ;

我
日
本
の
柱
と
な
ら
む
我
日
本
の
眼
目
と
な
ら
む
我
日
本
の
大
船
と
な
ら
む

等
と
ち
か
い
し
願
や
ぶ
る
べ
か
ら
ず

;

』

①

文
中
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

②

傍
線
ア
に
つ
い
て
、
次
の
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

大
聖
人
は
本
抄
で
、
「

守
護
神

此
国
を
す
つ
る
ゆ
え
に

現

罰

な
き
か

謗

法

の
世

を
ば

守
護
神

す
て
去
り

諸

天

ま
ほ
る
べ
か
ら
ず
か
る
が
ゆ
へ
に

正

法

を

行
ず
る

も

の
に
し
る
し
な
し
還
っ
て

大
難

に
値
う
べ
し
」（
御
書
全
集
二
三
一
㌻
）
と
仰
せ
に
な
っ
て
い
る
。



③

傍
線
イ
の
語
訳
に
つ
い
て
、
次
の
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

｢
五
百

塵
点
劫
の
昔
に

久
遠
実
成

本
果
の

釈
尊

に
結
縁
し
て
下
種
を
受
け
た
衆
生｣

と｢

三
千

塵

点
劫
の
昔
に
出
現
し
た

大
通
智
勝
仏

の
十
六
人
の
王
子(

釈

尊

の
過
去
世
の
姿)

に
結
縁
し
て
下

種
を
受
け
た
衆
生｣
の
意
。

④

傍
線
ウ
・
エ
に
つ
い
て
、
日
寛
上
人
は
「
開
目
抄
愚
記
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
文
中
の

に

｢

善｣

ま
た
は｢

悪｣

の
こ
と
ば
で
答
え
な
さ
い
。

「
『
日
本
国
の
位
を
ゆ
ず
ら
む
』
と
た
ば
か
る
は

善

に
つ
け
て
な
り
。『
父
母
の
頸
を
刎
ん
』
と
お
ど
す
は

悪

に

つ
け
て
な
り
。
こ
れ
世
間
の
極

善

・
極

悪

を
挙(

あ)

ぐ
る
な
り
」(

文
段
集
二
〇
五
㌻)

⑤

傍
線
オ
に
つ
い
て
、
次
の
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

『
日
本
の
柱
』
と
は

主

の
徳
、
『
日
本
の
眼
目
』
と
は

師

の
徳
、
『
日
本
の
大
船
』
と
は

親

の
徳
を
表
し
、

大
聖
人
が

三
徳
具
備

の

末

法

の

御
本
仏

で
あ
る
こ
と
を
仰
せ
に
な
ら
れ
て
い
る
。

《

メ

モ

》



問
五

次
の
文
は
、｢

如
説
修
行
抄｣

の
題
号
お
よ
び
元
意
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

一
、
次
の
文
は
、
日
寛
上
人
の
『
如
説
修
行
抄
筆
記
』
の
題
号
の
説
明
に
お
い
て
、
在
世
・
滅
後
に
通
ず
る
と
し
て
、「
人

法
相
対
に
約
す
」
「
師
弟
相
対
に
約
す
」「
自
行
化
他
に
約
す
」
の
三
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

文
中
の
ア

～
ケ

に
あ
て
は
ま
る
適
当
な
言
葉
を
語
群
か
ら
選
び
、
後
の
解
答
欄
に
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①
釈
尊
在
世
に
お
い
て

「
人
法
相
対
に
約
す
」
と
は
、
「
如
説
」
は
ア

に
約
し
「
修
行
」
は
イ

に
約
す
の
で
あ
る
。

釈
尊
の
在
世
に
お
い
て
こ
れ
を
い
え
ば
、
釈
尊
所
説
の
一
代
の
諸
経
は
ア

で
あ
り
、
そ
の
所
説
の
如
く
自
ら
こ

れ
を
行
ず
る
の
が
ウ

で
あ
る
。
釈
尊
の
所
説
と
は
妙
法
蓮
華
経
で
あ
り
、
修
行
と
は
、
妙
法
蓮
華
経
の
修
行
で

あ
る
。

「
師
弟
相
対
に
約
す
」
と
は
、「
如
説
」
と
は
エ

の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、「
修
行
」
と
は
オ

の
実
践
に
約
す
の

で
あ
る
。
エ

の
所
説
の
如
く
オ

が
修
行
す
る
の
が
カ

で
あ
る
。
在
世
に
お
い
て
は
釈
尊
の
所
説
の
如
く
、

一
会
の
大
衆
が
こ
れ
を
修
行
し
た
の
で
あ
る
。

「
自
行
化
他
に
約
す
」
と
は
、「
如
説
」
は
キ

で
あ
り
、「
修
行
」
は
ク

で
あ
る
。
五
種
の
修
行
の
う
ち
、
受
持
・

読
・
誦
・
書
写
の
四
種
の
修
行
は
自
行
で
あ
り
、
解
釈
は
化
他
で
あ
る
。

②
釈
尊
滅
後
、
末
法
の
御
本
仏
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
に
お
い
て

人
法
・
師
弟
・
自
行
化
他
の
三
つ
が
あ
る
。
宗
祖
大
聖
人
の
如
く
、
口
に
ケ

を
説
き
、
身
に
ケ

を
修
行
し
、

そ
の
所
説
の
ケ

を
弟
子
檀
那
が
修
行
す
る
の
で
あ
る
。
弟
子
檀
那
に
教
え
る
の
は
キ

で
あ
り
、
自
ら
修
行
す
る

の
は
ク

で
あ
る
。

《
語

群
》

Ａ
，
如
説
修
行

Ｂ
，
人

Ｃ
，
自
行

Ｄ
，
法

Ｅ
，
弟
子

Ｆ
，
妙
法

Ｇ
、
化
他

Ｈ
、
師
匠

Ｊ
、
修
行

《
解
答
欄
》

①

ア
、
（

Ｄ

）
イ
、
（

Ｂ

）
ウ
、
（

Ｊ

）
エ
、（

Ｈ

）

オ
、
（

Ｅ

）
カ
、
（

Ａ

）
キ
、
（

Ｇ

）
ク
、
（

Ｃ

）

②

ケ
、
（

Ｆ

）

二
、
次
の
文
は
、
日
寛
上
人
の
『
如
説
修
行
抄
筆
記
』
に
お
い
て
、
本
抄
の
元
意
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
文

中
の
ア

～
ス

に
あ
て
は
ま
る
適
当
な
言
葉
を
語
群
か
ら
選
び
、
後
の
解
答
欄
に
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

「
当
抄
の
元
意
は
、
ア

・
イ

・
ウ

・
観
心
の
中
に
お
い
て
は
エ

の
オ

で
あ
り
、
在
世
滅
後
の

中
に
は
別
し
て
カ

今
時
の
オ

の
キ

が
最
も
肝
心
な
の
で
あ
り
、
ま
た
題
号
に
は
ク

を
含
ん
で
い
る
。
」
と

論
じ
ら
れ
、

「
如
説
と
は
、
能
説
、
所
説
が
あ
り
、
所
説
は
ケ

で
あ
り
、
能
説
の
教
主
は
コ

で
あ
る
。
ゆ
え
に
、「
説
」
の

一
字
は
、
サ

で
あ
る
。
修
行
と
は
シ

を
修
行
す
る
こ
と
で
、
信
じ
る
が
ゆ
え
に
行
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

は
ス

の
シ

で
あ
り
、
「
修
行
」
の
二
字
は
本
門
の
シ

で
あ
る
。」
と
。

《
語

群
》

Ａ
，
三
大
秘
法

Ｂ
，
人
法
の
本
尊

Ｃ
，
本
迹

Ｄ
，
信
行

Ｅ
，
題
目

Ｆ
，
師
弟
人
法

Ｇ
，
内
外

Ｈ
，
妙
法
蓮
華
経

Ｊ
，
日
蓮
大
聖
人

Ｋ
，
大
小

Ｌ
，
如
説
修
行

Ｍ
，
本
門
観
心

Ｎ
，
末
法



《
解
答
欄
》

ア
、
（

Ｇ

）
イ
、
（

Ｋ

）
ウ
、
（

Ｃ

）
エ
、
（

Ｍ

）
オ
、
（

Ｌ

）
カ
、
（

Ｎ

）
キ
、

（

Ｆ

）

ク
、
（

Ａ

）
ケ
、
（

Ｈ

）
コ
、
（

Ｊ

）
サ
、
（

Ｂ

）
シ
、
（

Ｅ

）
ス
、
（

Ｄ

）

問
六

次
の
「
如
説
修
行
抄
」
の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

『
夫
れ
以
ん
み
れ
ば

末

法

流
布
の
時
・
生
を
此
の
土
に
受
け
此
の
経
を
信
ぜ
ん
人
は

如

来

の
在
世
よ
り

猶
多
怨
嫉
の
難
甚
し
か
る
べ
し
と
見
え
て
候
な
り

其
の
故
は
在
世
は
能
化
の
主
は
仏
な
り
弟
子
又
大
菩
薩
・
阿
羅
漢
な
り
、
人
天
・
四
衆
・
八
部
・
人
非
人
等
な
り
と

い
へ
ど
も
調
機
調
養
し
て

法
華
経

を
聞
か
し
め
給
ふ

猶
多
怨
嫉

多
し
、
何
に
況
ん
や
末
法
今
の
時
は
教
機
時

刻
当
来
す
と
い
へ
ど
も
其
の
師
を
尋
ぬ
れ
ば

凡

師

な
り
、
弟
子
又
闘
諍
堅
固
・
白
法
隠
没
・
三
毒
強
盛
の
悪
人

等
な
り
、
故
に

善

師

を
ば
遠
離
し
悪
師
に
は
親
近
す
、
其
の
上
真
実
の
法
華
経
の

如
説
修
行

の
行
者
の

師
弟
檀
那
と
な
ら
ん
に
は
決
定
せ
り
、
さ
れ
ば
此
の
経
を
聴
聞
し
始
め
ん
日
よ
り
思
い
定
む
べ
し
況
滅
度
後
の
大
難
の

三
類
甚
し
か
る
べ
し
と
、
然
る
に
我
が
弟
子
等
の
中
に
も
兼
て
聴
聞
せ
し
か
ど
も
大
小
の
難
来
る
時
は
今
始
め
て
驚
き

肝
を
け
し
て
信
心
を
破
り
ぬ
、
兼
て
申
さ
ざ
り
け
る
か
経
文
を
先
と
し
て
猶
多
怨
嫉
況
滅
度
後
・
況
滅
度
後
と
朝
夕
教

へ
し
事
は
是
な
り
・
予
が
或
は
ア;

所
を
・
を
わ
れ
或
は
イ;

疵
を
蒙
り
・
或
は
両
度
の
御
勘
気
を
蒙
り
て
ウ;

遠
国
に

流
罪
せ
ら
る
る
を
見
聞
く
と
も
今
始
め
て
驚
く
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
物
を
や

;

』

①

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

②

以
下
の
傍
線
部
の
意
味
（
語
訳
で
も
よ
い
）
を
説
明
し
な
さ
い
。

調
機
調
養

（

衆
生
の
機
根
を
調
え
、
さ
ら
に
教
化
し
養
う
こ
と
。

）

闘
諍
堅
固

（

釈
尊
の
滅
後
、
釈
尊
の
仏
法
の
間
で
言
い
争
い
が
盛
ん
に
な
る
こ
と
。

）

白
法
隠
没

（

釈
尊
の
仏
法
の
な
か
で
正
し
い
法
が
見
失
わ
れ
て
衆
生
を
救
う
力
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
。

）

三
毒
強
盛

（

貪
り
・
瞋
り
・
癡
か
の
煩
悩
が
強
盛
な
こ
と
。

）

③

傍
線
部
猶
多
怨
嫉
況
滅
度
後
を
書
き
下
し
文
に
し
な
さ
い
。

（

猶
怨
嫉
多
し
況
ん
や
滅
度
の
後
を
や

）

④

傍
線
ア
・
イ
・
ウ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
法
難
を
答
え
な
さ
い
。

ア
、
（

立
宗
宣
言
の
時
に
清
澄
寺
を
追
わ
れ
、
松
ヶ
葉
の
法
難
で
草
庵
を
襲
撃
さ
れ
た
。

）

イ
、
（

小
松
原
の
法
難
で
東
条
景
信
に
襲
わ
れ
、
腕
を
折
ら
れ
、
額
に
傷
を
受
け
た
。

）

ウ
、
（

弘
長
元
年
の
伊
豆
流
罪
と
文
永
八
年
の
佐
渡
流
罪
。

）

問
七

「
如
説
修
行
抄
」
に
つ
い
て
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①

以
下
の
事
柄
に
相
当
す
る
人
物
を
後
の
語
群
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
、
法
華
経
の
た
め
に
、
九
横
の
大
難
に
あ
わ
れ
た
。

（

Ｇ

）

イ
、
法
華
経
の
故
に
、
杖
木
瓦
石
の
難
を
う
け
た
。

（

Ｆ

）



ウ
、
蘇
山
に
流
さ
れ
た
。

（

Ａ

）

エ
、
顔
面
に
焼
き
印
を
押
さ
れ
た
。

（

Ｄ

）

オ
、
首
を
は
ね
ら
れ
た
。

（

Ｂ

）

カ
、
南
三
北
七
に
あ
だ
ま
れ
た
。

（

Ｅ

）

キ
、
六
宗
に
憎
ま
れ
た
。

（

Ｃ

）

《
語

群
》

Ａ
，
竺
の
道
生

Ｂ
，
師
子
尊
者

Ｃ
，
伝
教
大
師

Ｄ
，
法
道
三
蔵

Ｅ
，
天
台
大
師

Ｆ
，
不
軽
菩
薩

Ｇ
，
釈
尊

②

以
下
の
語
句
は
ど
の
経
典
で
説
か
れ
た
偈
で
す
か
。
下
の
語
群
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
、
現
世
安
穏

（

Ｄ

）

Ａ
，
無
量
義
経

イ
、
未
顕
真
実

（

Ａ

）

Ｂ
，
法
華
経
方
便
品
第
二

ウ
、
正
直
捨
権

（

Ｂ

）

Ｃ
，
法
華
経
譬
喩
品
第
三

エ
、
大
白
牛
車

（

Ｃ

）

Ｄ
，
法
華
経
薬
草
喩
品
第
五

オ
、
不
老
不
死

（

Ｅ

）

Ｅ
，
法
華
経
薬
王
品
第
二
十
三

カ
、
正
直
捨
方
便

（

Ｂ

）

③

「
安
楽
行
品
の
如
く
修
行
」
す
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
修
行
で
す
か
。
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。

（

身
・
口
・
意
・
誓
願
の
四
安
楽
行
の
摂
受
の
修
行
を
説
い
た
。

）

④

「
摂
折
ニ
門
」
を
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。

（

摂
受
・
折
伏
の
こ
と
で
、
仏
道
修
行
に
お
け
る
二
つ
の
あ
り
方
。

）

⑤

次
の
文
は
日
寛
上
人
が
「
追
記
」
の
御
文
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
す
。

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を

後
の
語
群
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

「
常
に
心
に

Ｃ

を
忘
れ
て
、

Ｅ

を
思
わ
な
け
れ
ば
、
心
が

Ｇ

に
同
ず
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
口

に

Ｃ

を
い
わ
な
け
れ
ば
、
口
が

Ｇ

に
同
ず
る
こ
と
に
な
る
。
手
に
数
珠
を
持
ち
、
本
尊
に
向
か
わ
な
け

れ
ば
、
身
が

Ｇ

に
同
ず
る
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
、

Ｄ

の
本
尊
を
念
じ
、
本
門
寿
量
の
本
尊
に
向
か
い
、

口
に
法
華
本
門
寿
量
文
底
下
種
の

Ｂ

の
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
唱
う
る
時
は
、

Ｆ

に
折
伏
を
行
ず
る
者
と

な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ

Ｆ

に

Ａ

を
信
ず
る
人
な
の
で
あ
る
」

《
語

群
》

Ａ
，
法
華
経

Ｂ
，
一
念
三
千

Ｃ
，
折
伏

Ｄ
，
法
華
本
門

Ｅ
，
四
箇
の
格
言

Ｆ
，
身
口
意
の
三
業

Ｇ
，
謗
法



問
八

「
日
女
御
前
御
返
事
」
（
御
本
尊
相
貌
抄
）
に
つ
い
て
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

問
い

次
の
文
は
、
本
抄
の
背
景
と
大
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
後
の
語
群
か
ら

選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
オ
・
カ
・
キ
は
順
不
同
で
よ
い
。

《
背

景
》

本
抄
は
、
建
治
三
年
の
八
月
二
十
三
日
、
大
聖
人
が
五
十
六
歳
の
時
、
ア

Ｊ

に
お
い
て
御
述
作
さ
れ
、
日
女
御

前
に
与
え
ら
れ
た
御
抄
で
あ
る
。
三
年
前
の
大
聖
人
の
予
言
通
り
イ

Ｇ

（
文
永
の
役
）
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時

は
大
風
が
吹
い
て
、
蒙
古
軍
は
引
き
上
げ
て
い
き
ま
し
た
の
で
、
日
本
は
難
を
逃
れ
ま
し
た
が
、
翌
年
に
は
使
者
が
再

来
し
て
い
ま
す
。
当
時
の
人
々
は
、
第
二
次
の
襲
来
に
お
び
え
、
不
安
の
日
々
を
過
ご
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
こ
う
し
た
な
か
、
大
聖
人
は
ア

Ｊ

に
お
い
て
、
ウ

Ｏ

の
た
め
、
弟
子
の
育
成
と
末
法
万
年
の
大
白
法
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
、
力
を
注
が
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
現
実
社
会
へ
の
弘
教
は
、
エ

Ｎ

を
は
じ
め
と

す
る
門
下
に
託
さ
れ
た
の
で
す
。

特
に
、
本
抄
が
し
た
た
め
ら
れ
た
建
治
三
年
に
は
、
オ

Ｈ

や
カ

Ｆ

、
キ

Ｂ

な
ど
が
、
信
仰
ゆ
え

の
苦
難
に
直
面
し
て
い
ま
し
た
。
ま
さ
に
こ
の
頃
は
、
門
下
の
人
々
に
と
っ
て
受
難
の
時
代
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

《
大

意
》

本
抄
で
は
、
冒
頭
に
御
本
尊
へ
の
御
供
養
に
対
す
る
謝
辞
が
述
べ
ら
れ
、
ク

Ｅ

が
御
図
顕
さ
れ
る
御
本
尊
は
、

ケ

Ａ

・
コ

Ｒ

時
代
の
二
千
年
に
は
そ
の
名
さ
え
な
く
、
サ

Ｑ

・
シ

Ｋ

等
も
顕
す
こ
と
は
で
き
ず
、

ス

Ｌ

に
入
っ
て
日
蓮
大
聖
人
が
初
め
て
顕
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

次
に
、
こ
の
御
本
尊
の
相
貌
は
、
法
華
経
の
セ

Ｍ

を
そ
の
ま
ま
写
し
た
の
で
あ
り
、
一
念
三
千
即
自
受
用
身
の

当
体
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

次
に
、
未
曾
有
の
御
本
尊
を
受
持
す
る
功
徳
を
明
か
さ
れ
、
ソ

Ｄ

に
わ
た
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
更
に
、
こ
の

御
本
尊
は
日
女
御
前
自
身
の
胸
中
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
、
更
に
、
御
本
尊
に
対
す
る
信
心
は
「
タ

Ｃ

」
の
姿

勢
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
ス

Ｌ

で
は
御
本
尊
を
受
持
し
チ

Ｐ

と
唱
え
る
唱
題
行
こ
そ
が
唯
一
の
修
行
で
あ
る
こ
と
を
示

さ
れ
て
い
ま
す
。

《
語

群
》

Ａ
，
正
法

Ｂ
，
南
条
時
光

Ｃ
，
無
二

Ｄ
，
現
当
二
世

Ｅ
，
日
蓮
大
聖
人

Ｆ
，
池
上
兄
弟

Ｇ
，
蒙
古
の
襲
来

Ｈ
，
四
条
金
吾

Ｊ
，
身
延

Ｋ
，
伝
教

Ｌ
，
末
法

Ｍ
，
虚
空
会
の
儀
式

Ｎ
，
日
興
上
人

Ｏ
，
令
法
久
住

Ｐ
，
南
無
妙
法
蓮
華
経

Ｑ
，
天
台

Ｒ
，
像
法

問
九

次
の
「
日
女
御
前
御
返
事
」
（
御
本
尊
相
貌
抄
）
の
傍
線
部
分
に
つ
い
て
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

『
抑
此
の
御
本
尊
は
ア
、;

在
世
五
十
年
の
中
に
は
八
年
・
八
年
の
間
に
も
イ
、;

涌
出
品
よ
り
属
累
品
ま
で
八
品
に

顕
れ
給
う
な
り
、
さ
て
滅
後
に
は
正
法
・
像
法
・
末
法
の
中
に
は
正
像
二
千
年
に
は
・
い
ま
だ
本
門
の
本
尊
と
申
す
名

だ
に
も
な
し
、
何
に
況
や
顕
れ
給
は
ん
を
や
又
顕
す
べ
き
人
な
し
、
天
台
妙
楽
伝
教
等
は
内
に
は
鑒
み
給
へ
ど
も
故
こ

そ
あ
る
ら
め
言
に
は
出
だ
し
給
は
ず
、
ウ
、;

彼
の
顔
淵
が
聞
き
し
事
・
意
に
は
さ
と
る
と
い
へ
ど
も
言
に
顕
し
て
い

は
ざ
る
が
如
し
、
然
る
に
仏
滅
後
二
千
年
過
ぎ
て
末
法
の
始
の
五
百
年
に
出
現
せ
さ
せ
給
ふ
べ
き
由
経
文
赫
赫
た
り
明

明
た
り
・
天
台
妙
楽
等
の
解
釈
分
明
な
り
。
爰
に
日
蓮
い
か
な
る
不
思
議
に
て
や
候
ら
ん
竜
樹
天
親
等
・
天
台
妙
楽
等

だ
に
も
顕
し
給
は
ざ
る
大
曼
荼
羅
を
・
末
法
二
百
年
の
比
は
じ
め
て
エ
、;

法
華
弘
通
の
は
た
じ
る
し
と
し
て
顕
し
奉

る
な
り
、
是
全
く
日
蓮
が
自
作
に
あ
ら
ず
多
宝
塔
中
の
大
牟
尼
世
尊
分
身
の
諸
仏
す
り
か
た
ぎ
た
る
本
尊
な
り
』



①

傍
線
ア
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
何
を
指
し
ま
す
か
。
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。

（

釈
尊
が
法
華
経
を
説
い
た
八
年
を
指
す
。

）

②

傍
線
イ
に
つ
い
て
、
何
が
説
か
れ
て
い
ま
す
か
。
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。

（

虚
空
会
の
儀
式
に
地
涌
の
菩
薩
が
出
現
し
、
別
付
嘱
と
総
付
嘱
を
受
け
る
儀
式
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

）

③

傍
線
ウ
に
つ
い
て
、
顔
淵
の
ど
の
よ
う
な
行
動
を
例
示
さ
れ
た
事
で
す
か
。
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。

（

師
匠
の
孔
子
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
、
心
の
な
か
で
は
悟
っ
て
い
た
が
、
言
葉
に
出
し
て
言
わ
な
か
っ
た
こ
と
。

）

④

傍
線
エ
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
す
か
。
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。

（

御
本
尊
こ
そ
大
聖
人
の
か
な
め
で
あ
り
、
御
本
尊
を
流
布
す
る
こ
と
が
門
下
の
使
命
で
あ
る
。

）

問
十

次
の
「
日
女
御
前
御
返
事
」
（
御
本
尊
相
貌
抄
）
の
御
文
に
つ
い
て
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

一
、
次
の
御
文
の
傍
線
「
以
信
得
入
」
に
つ
い
て
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

『
此
の
御
本
尊
も
只
信
心
の
二
字
に
を
さ
ま
れ
り
以
信
得
入
と
は
是
な
り
』

①

こ
の
偈
の
出
典
を
以
下
に
答
え
な
さ
い
。

法
華
経
（

譬

喩

）
品
第
三

②

こ
の
偈
を
以
下
に
書
き
下
し
文
に
し
な
さ
い
。

（

信
を
以
て
入
る
こ
と
を
得

）

③

法
華
経
で
「
以
信
得
入
」
を
身
で
読
ん
だ
対
告
衆
（
人
物
）
の
代
表
を
答
え
な
さ
い
。

（

舎
利
弗

）

二
、
次
の
御
文
の
傍
線
「
五
種
頓
修
の
妙
行
」
に
つ
い
て
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

『
此
の
事
伝
教
大
師
入
唐
し
て
道
邃
和
尚
に
値
い
奉
り
て
五
種
頓
修
の
妙
行
と
云
ふ
事
を
相
伝
し
給
ふ
な
り
、
日
蓮
が

弟
子
檀
那
の
肝
要
是
よ
り
外
に
求
る
事
な
か
れ
、
神
力
品
に
云
く
、
委
く
は
又
又
申
す
可
く
候
』

①

「
五
種
の
修
行
」
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。

（

法
華
経
法
師
品
等
で
説
か
れ
た
、
受
持
・
読
・
誦
・
解
説
・
書
写
の
修
行
の
こ
と
。

）

②

「
五
種
頓
修
の
妙
行
」
を
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。

（

五
種
の
修
行
を
一
時
に
習
得
で
き
る
修
行
で
、
御
本
尊
を
受
持
し
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
る
こ
と
。

）



問
十
一

「
日
顕
宗
を
破
す
」
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①

次
の
御
文
の

の
中
に
適
切
な
言
葉
を
書
き
入
れ
、
そ
の
御
書
の
名
を
答
え
な
さ
い
。

「
若
し
善
比
丘
あ
っ
て

法

を
壊
る
者
を
置
い
て

呵

責

し
駈
遣
し

挙

処

せ
ず
ん
ば
当
に
知
る
べ

し
是
の
人
は

仏

法

の
中
の
怨
な
り
、
若
し
能
く
駈
遣
し

呵

責

し

挙

処

せ
ば
是
れ
我
が
弟
子
・

真
の

声

聞

な
り
」

御
書
名

立
正
安
国
論

②

仏
法
上
の
た
い
ざ
い;

大
罪
に
「

ご
ぎ
ゃ
く
ざ
い;

五
逆
罪

」
が
あ
り
ま
す
。「
五
逆
」
の
四
つ
を
答
え
な
さ
い
。

小
乗
の
五
逆

・

大
乗
の
五
逆

・

同
類
五
逆

・

提
婆
の
五
逆

③

宗
門
が
第
二
次
世
界
大
戦
中
（
太
平
洋
戦
争
中
）
に
犯
し
た
謗
法
行
為
を
二
つ
挙
げ
な
さ
い
。

神
道
の
神
札
を
祭
っ
た
。

・

十
四
箇
所
の
御
文
を
御
書
か
ら
削
除
し
た
。

④

次
の
文
章
の

の
中
に
正
し
い
言
葉
を
書
き
入
れ
て
文
章
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。

日
顕
宗
で
は
、「
法
主
は
大
御
本
尊
と
不
二
の
そ
ん
た
い;

尊
体
で
あ
る
」
な
ど
と
、「
法
主
絶
対
論
（
法
主
信
仰
）
」

を
立
て
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
に
っ
こ
う;

日
興
し
ょ
う
に
ん;

上
人
は
法
主
も
誤
り
を
お
か;

犯
す
こ
と
を
よ
け
ん;

予
見

さ
れ
、「

日
興
遺
誡
置
文

」
）
で
「
と
き;

時
の

貫

首

た;

為
り
と
い
え
ど;

雖
も

仏

法

に
そ
う
い;

相
違

し
て

己

義

を
か
ま;

構
え
ば
こ
れ;

之
を
も
ち;

用
う
べ;

可
か
ら
ざ
る
こ
と;

事
」
と
仏
法
違
背
の
法
主
を
用
い

て
は
な
ら
な
い
と
仰
せ
で
す
。

ま
た
、
「
先
師
の
如
く
予
が

化

儀

も
聖
僧
為
る
可
し
、
但
し
時
の

貫

首

或
は
習
学
の
仁
に
於
て
は
設

い
一
旦
の
媱
犯
有
り
と
雖
も

衆

徒

に
差
置
く
可
き
事
」
と
、
法
主
が
女
性
問
題
を
起
こ
し
た
場
合
の
考
え
方

ま
で
指
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑤

日
顕
宗
で
は
、
「
僧
侶
に
よ
る
そ
う
ぎ;

葬
儀
が
な
け
れ
ば
だ
じ
ご
く;

堕
地
獄
で
あ
る
」
な
ど
と
言
っ
て
い
ま
す
。

次
の
御
文
は
こ
の
じ
ゃ;

邪
ぎ;

義
を
は
し
ゃ
く;

破
折
す
る
御
文
で
す
。

の
中
に
適
切
な
言
葉
を
書
き
入
れ
な
さ

い
。

「
さ
れ
ば
過
去
の
慈
父
尊
霊
は
存
生
に

南
無
妙
法
蓮
華
経

と
唱
へ
し
か
ば

即
身
成
仏

の
人
な
り
」

（
御
書
一
四
二
三
ペ
ー
ジ
）

「
故
聖
霊
は
此
の
経
の

行

者

な
れ
ば

即
身
成
仏

疑
い
な
し
」

（
御
書
一
五
〇
六
ペ
ー
ジ
）

⑥

日
顕
宗
で
は
、
「
僧
俗
師
弟
義
」
な
る
も
の
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
次
の
御
文
は
こ
の
じ
ゃ;

邪
ぎ;

義
を

は
し
ゃ
く;

破
折
す
る
御
文
で
す
。

の
中
に
適
切
な
言
葉
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。

「
此
の
世
の
中
の

男
女
僧
尼

は
嫌
う
べ
か
ら
ず
」

（
御
書
一
一
三
四
ペ
ー
ジ
）

「
法
師
品
に
若
是
善
男
子
善
女
子
乃
至
則
如
来
使
と
説
か
せ
給
い
て

僧

も

俗

も

尼

も

女

も
一
句

を
も
人
に
か
た
ら
ん
人
は

如

来

の
使
と
見
え
た
り
」

（
御
書
一
四
四
八
ペ
ー
ジ
）


